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公益社団法人日本看護協会（会長・福井トシ子、会員 76万人）は 3 月 28日、厚生労働

省の吉永和生労働基準局長および橋本泰宏子ども家庭局長、伊原和人医政局長に、令和 5

年度予算・政策に関する要望書を提出しました。 

報道関係の皆さまにおかれましては、要望の趣旨をご理解いただき、さまざまな機会に

ご紹介いただきますようお願い申し上げます。 

■労働基準局 

 国が進める働き方改革では、多様な「ワーク・

ライフ・バランス」の実現に向け労働時間法制

の見直しが行われました。社員の心身の健康を

良好に保ち生産性を向上させるため、「健康経

営」に取り組む企業も増えています。産業領域

で働く看護職員の役割が重要になっているこ

とから、そうした看護職員への継続的な教育・

研修体制の整備を要望しました。 

また、看護職員は夜勤を含む交代制勤務の負

担が大きく、2021 年の改正「脳・心臓疾患の労

災認定基準」では、看護職員の交代制勤務など

に見られる「勤務時間の不規則性」が負荷要因にあげられています。そのため、国の労働

時間等設定改善指針を改正し、交代制勤務従事者の健康確保に向け、夜勤回数の制限や長

時間夜勤の回避などの項目を追加するよう求めました。さらに、看護業務の効率化や負荷

の軽減などのため、IT機器等を活用した業務効率化への財政支援も要望しました。 

吉永労働基準局長は「健康日本 21 で目標としている健康寿命延伸を達成していくため

には、産業保健分野で活動する看護職の活躍が必要だ。活躍していただけるよう（研修体

制を）考えていきたい」と述べ、労働時間設定改善指針改正については「業務負荷につな

がる要因は分かっており、雇用環境・均等局と相談していきたい」と応じました。さらに、

生産性向上につながる業務効率化に向けては「国も補助金・助成金などで後押ししており、

より使っていただけるようにしたい」と話しました。 

■子ども家庭局 

 リスクの高い妊産婦の増加や産後うつ、子どもへの虐待などの問題が山積する中、成育

医療等の提供にあたっては、母子の心身に関する問題を包括的に捉えた適切な関わりが求

められています。安心して子どもを産み育てるための環境整備に向けては、医療、保健、

教育、福祉等の施策の連携を図り、切れ目のない実施体制と横断的な視点での取り組みが

 
 

 

 

厚労省労働基準局・子ども家庭局・医政局に要望 

 

吉永労働基準局長（左）に要望書を手渡す福井会長 
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欠かせません。 

助産師は、性や生殖に関する幅広い知識

や専門性を有し、女性の生涯にわたる健康

教育や相談、情報提供等を行うことができ

ます。助産師が必要な成育医療等を切れ目

なく実施し、母子ともに安心できる社会を

実現するため、母子の健康関係施策を調整

する課長級の看護系技官（助産師）を配置す

ることと、「性と健康の相談センター事業」

において専任の助産師等の看護職を必置と

し、活用することを要望しました。 

橋本局長は、女性が安心して同センターを活用し、相談を受けるためには専門職として

助産師などの看護職員が必要だとの認識を示しました。 

また、本会は、センター内に相談者のプライバシーに配慮した相談場所が必要だと指摘

し、橋本局長も、センター事業を進めるにあたって「相談しやすい環境づくりは大事だ」

と応じました。 

■医政局 

長引くコロナ禍において、多くの看護職員

がさまざまな場で職責を果たしています。

現在、地域でコロナ医療など一定の役割を

担う医療機関に勤務する看護職員（約 57万

人）に賃金引上げのための措置が講じられ

ていますが、就業中の看護職員は約 168 万

人、訪問看護や診療所、高齢者施設などでも

コロナ対応に奮闘しています。その職責に

相応する十分な処遇の保障が必要であり、

責任と専門性に見合った賃金水準、賃金体

系など、全ての看護職員の処遇の抜本的な

改善を要望しました。                         

 また、地域においては、人々の療養を支える取り組みの強化が急がれており、特に入院

と在宅をつなぐ軸となる外来看護には、人々の抱える多様なニーズに看護の力を発揮して

いくことが期待されています。しかし、外来看護の機能および看護職員配置は病院機能に

伴う違いが大きく、医療法上の外来の看護師および准看護師の「人員配置標準 30対 1」は

実態に合いません。そのため、一律的な配置基準ではなく、特定機能病院および地域支援

病院など、外来機能に応じた人員配置標準へ見直し、強化を要望しました。 

 伊原医政局長は「看護職員の処遇改善については、しっかりと対応していく。人材をど

う確保していけるかも課題と考えている」と応じました。外来については、機能が多様化

してきており、一律で対応はできず区分けして考えるべきとした上で、「地域医療構想では

病床数の議論をしてきたが、地域に医師、看護職員がどの位いてどのような能力をもって

いるか、今般のようなコロナ禍ではどの病院が対応できるのかにも着目して地域医療を考

えなければならない。この状況を把握した上での議論が次につながる」と述べました。 
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伊原医政局長（右）に要望書を手渡す福井会長 



厚生労働省

労働基準局長吉永和生殿

2019年4月から始まった働き方改革においては、働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を

守り、多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現できるよう、労働時間法制の見直しが行われまし

た。社員の体の健康や心の健康を良好に保ち、生産性を向上させるため「健康経営」を掲げ

て取弊且む企業も増えています。こうした状況のなかで、産業領域に勤務する看護職員の役割

もさらに重要となっており、継続的な教育・研修体制の整備が必要です。

看護職員の勤務環境においては、夜勤を含む交代制勤務の負担が大きく、身体的、精神

的、社会的なりスクが大きいことが指摘されています。令和3年の改正明尚・心臓疾患の労災認

定基準」は新たに「勤務時間の不規則性」に着目し、とくに深夜業を含む交代制勤務の負荷を

指摘したところです。今日わが国においては看護職員のみならず、深夜業を含む交代制勤務

に就く者が相当数に上ると見込まれます。そこで、労働時間等設定改善指針を改定し、労働

者の健康確保未向け具体的な対策を示すべき時と考えます。

さらに、看護現場においては長時間労働の縮減のため看護業務の効率化の取組みが進め

られてぃますが、1T 機器等の導入に国の財政支援を求める声が上がっており、支援対象の拡

大が望まれます。

以上より、令和 5年度予算案等の編成にあたっては、以下の事項につきまして政策の推進

並びに予算等の確保について、格別のご高配を賜りますよう要望します。

令和5年度予算・政策に関する要望書

公益社団法人

会長

令和4年3月28日

日本看護協会

福井トシ

暴謹田
棚南

謹恵禽

産業領域で働く看護職に対する研修体制の整備

労働時間等設定改善指針の改正

IT機器等を活用した看護業務効率化への財政支援

要望事項

1
 
2
 
3



１．産業領域で働く看護職に対する研修体制の整備

 産業領域に勤務する看護職に対する系統的な研修プログラム
の開発・実施のための予算を確保されたい。

• 産業領域においては生活習慣病やメンタルヘルス不調者、がん等の治
療と仕事の両立支援が必要な労働者が増えている。

• これらの労働者の生活や治療との両立などの個別性に配慮し相談に応
じ、健康と就労を支援する看護職の確保が必要である。

• しかし、産業領域の看護職の現任教育については、事業場での計画的
な研修実施は約4割、初めて職域就職時の基礎研修の受講は3割にと
どまっている。

• 看護の専門性の向上を目的とした系統的なプログラムが少ないことから、
求められる広範な領域の知識・技術を段階的に修得することが困難な
現状にある。



公益社団法人 日本看護協会

産業領域で働く看護職に対する研修体制の整備

事業場調査

個人調査

表1：

表1：

表2：

表2：

【参考資料】独立行政法人労働者健康安全機構「令和2年度事業場における保健師・看護師の活動実態に関する調査報告書」,令和3年9月

働く環境や価値観等が大きく変化する中、産業領域の看護職の現任教育について、令和2年度に調査が実施され、①専門的研修について調査結果
では、事業場での計画的な研修実施は約4割に止まっている、②保健師が職域に就職の際の課題として、「就職の際に産業保健の基礎研修は、6割
以上が受けていない。」「労働衛生の三管理等の産業保健の知識がなかった」「同じ職種の同僚がいなかった」等、労働者の健康を支えるために必
要な知識の不足やキャリア形成への課題が挙げられている。

表3：

表3：



２．労働時間等設定改善指針の改正

 新たな「脳・心臓疾患の労災認定基準」（2021年9月15日適用）
が示す「負荷要因」である「勤務時間の不規則性」に着目して、
深夜業を含む交代制勤務に従事する労働者の健康確保対策に
ついて検討し、以下の項目について労働時間等設定改善指針
に追加されたい。

• 夜勤の回数（3交代制勤務で月8回以内）

• 長時間夜勤の回避（1回の夜勤の長さは13時間以内）

• 勤務間インターバルの確保（勤務間インターバル11時間以上、1回の夜
勤後おおむね24時間以上、2回連続夜勤後おおむね48時間以上の休息
確保）

• 仮眠の確保、仮眠環境の整備（仮眠室（個室）を確保）
※「看護職の夜勤交代制勤務に関するガイドライン」（日本看護協会）



労働者災害補償保険法に基づく脳・心臓疾患による労災認定基準（2021年9月15日適用）

（１）勤務時間の不規則性に着目した新たな指針が必要

公益社団法人 日本看護協会

「業務の過重性」の要素

(ア)労働時間
(イ)勤務時間の不規則性
(ウ)事業場外における

移動を伴う業務
(エ)心理的負荷を伴う業務
(オ)身体的負荷を伴う業務
(カ)作業環境

●拘束時間の長い勤務
●休日のない連続勤務
●勤務間インターバルが
短い勤務

●不規則な勤務・交替制
勤務・深夜勤務

おおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、
頻度、連続性等

交替制勤務における予定された始業・終業時刻の
ばらつきの程度、勤務のために夜間に十分な睡眠
がとれない程度(勤務の時間帯や深夜時間帯の
勤務の頻度・連続性)、一勤務中の休憩の時間数
及び回数、休憩や仮眠施設の状況(広さ、空調、
騒音等)

【負荷評価の観点】

（2）看護職員の夜勤環境～短いインターバル、不十分な仮眠施設

20.7%

9.0%

25.6%

38.6%

2.3%

1.7%

2.3%

仮眠専用の個室が必要数ある

仮眠専用の個室はあるが必要数はない

個室はないが仮眠専用スペースがある

仮眠専用スペースはないが横になれる場所がある

仮眠できる個室や専用スペース、場所はない

その他

無回答・不明

【出典】2019年 病院および有床診療所における看護実態調査（日本看護協会）
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【図1】最も短い勤務間インターバル（R2年6月実績）

【出典】令和2年度医療分野の勤務環境改善マネジメントシス
テムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための
調査・研究（厚生労働省）～医療機関アンケート調査結果（看
護職員調査）

【図2】看護職員の仮眠環境（病院）



3．IT機器等を活用した看護業務効率化への財政支援

 2024年4月から、医師に対し時間外労働時間上限の適用が開

始されるにあたり、看護業務の効率化を推進し、看護職員への
業務負荷を軽減させるため、IT機器、システム等を導入した医

療機関等への助成を推進されたい。

• 「働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮、年休促進取得コース）」では、医療
は、対象となる中小企業が「サービス業」に分類され「常時雇用する労働者数100

人以下」と限定されている。
経済産業省の「サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業費補助金」における「医療
法人、社会福祉法人」の中小企業の分類を参考に、「同300人以下」に支給対象

を拡大されたい。

【導入機器・システムの例】
 音声入力による看護記録時間の削減
 携帯型エコーを用いたアセスメントとICT利用により主治医、他職種との連携

強化と在宅療養者へのタイムリーで適切なケア提供
 勤務計画表作成支援ソフト（システム）による負担軽減と時間外労働の削減



事例１：音声入力による記録時間の削減

①記録入力スピードの向上：60文字/分（タイピング）→270文字/分（音声入力） ▶約4.5倍の速度向上
②業務時間内記録が平均21.5分→平均43.5分に増加、時間外記録が平均92.2分→平均59.2分に減少
③ 一人あたり月平均時間外勤務時間の削減：21.86時間（2018年3月）→10.92時間（2019年3月）
④ 直接ケア時間は4.6％増加し、間接ケアが22.9％減少した

事例２：訪問看護でのエコー活用による医師との連携とタイムリーなケア提供

①所見の可視化・ICT利用による多職種でのリアルタイムの情報共有により、正確な観察とケア選択が
可能になり、観察、アセスメント、ケア計画立案にかかる時間が短縮
②適切なケアが実施できることで、不要なケアの削減や、緊急訪問や電話相談の時間・回数の減少
③エコーは非侵襲的であり、不要なケアをしないことは、患者の安楽につながっている
④利用者とかかりつけ医が100Km以上離れているような地域では、利用者が離れていても医療者とつな
がっているといった安心感・満足感を得られている

看護業務の効率化の好事例

公益社団法人 日本看護協会



厚生労働省

子ども家庭局長橋本泰宏殿

令和5年度予算・政策に関する要望書

近年、りスクの高い妊産婦の増加や育児の孤立化による産後うつ・子どもへの虐待等の問題

が山積しており、成育医療等の提供にあたっては、母子の心身に関する問題を包括的に捉え

た適切な関わりが求められています。

このように母子を取り巻く環境が変化する中、安心して子どもを産み育てるための環境を整備

するためには、医療、保健、教育、福祉等における施策の相互連携を図りつつ、切れ目のな

い実施体制と横断的な視点での総合的な取弊且みを推進することが不可欠です。必要な成育

医療等を切れ目なく提供する責務については、「成育過程にある者及び保護者並びに妊産婦

に対し、必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律

(略称:成育基本法)」にも明記されています。

これに対し、助産師は、性や生殖に関する幅広い知識や専門性を有し、女性の生涯にわた

る健康教育や相談、情報提供等を行うことができます。具体的には、助産師は、健康や妊娠・

出産に関する専門知識だけではなく、不妊症・不育症、更年期障害等、さまざまな健康問題を

抱える女性に対して、切れ目のない継続的な支援を行うことが可能です。

このため、必要な成育医療等を切れ目なく実施し、母子ともに安心できる社会を実現するた

めには、助産師が最も適任であると考えます。

令和5年度予算案等の編成にあたっては、特に以下の事項につきまして、必要な予算や施

策等が実現されるよう、格別のご高配を賜りますよう要望します。

公益社団法人

会長

令和4年3月28日

日本看護協会

福井ド

罷護日

聖棚粛

要望事項

母子の健康関係施策を調整する課長級の看護系技官(助産師)の配置

「性と健康の相談センター事業ルこ専任の助産師等の看護職を必置とし、

活用すること

1
2
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厚生労働省

医政局長伊原和人殿

2025年を目前に控え、地域包括ケアシステムの確立と充実はもとより、地域において人々

の療養を支える取組みの強化が急がれます。療養の場はすでに医療機関から地域のあら

ゆる場所へ広がりっつぁり、医療機関の外来や訪問看護など、地域における看護の療養支

援への二ーズは高まっています。特に入院と在宅をつなぐ軸となる外来看護には、人々の

抱える多様な二ーズに十分に看護の力を発揮していくことが期待されています。

また、長引くコロナ禍においては、今もなお多くの看護職員が様々な場で精一杯職責を

果たしており、看護職員の果たす役割とその確保の重要性は、かつてない実感を社会にも

たらしてぃます。それらを踏まえても看護職員には、その職責に相応する十分な処遇の保障

が必要です。その責任と専門性に見合った賃金水準、賃金体系など、全ての看護職員の処

遇の抜本的な改善が求められます。

以上より、令和5年度予算案等の編成、政策の策定にあたっては、以下の重点要望事項

2 点を強く要望するとともに、看護提供体制全般に係る全 17 項目について、その実現に向

け格別のご高配を賜りますよう要望いたします。

令和5年度予算・政策に関する要望書

令和 4年3月28日

公益社団法人

会長

日本看護協会

福井トシ
1;言言菫F二11
,迎"謝
い、-f=士=、=^ー.
E三Eミミ1'〔:丁':1中ヨ与

0 全ての看護職員の処遇改善の実現

0 外来における人員配置標準の見直しと強化

重点要望事項



1.全ての看護職員の処遇改善の実現

2.外来における人員配置標準の見直しと強化

3.訪問看護総合支援機能の制度化

4.新型コロナウイルス感染症による自宅・宿泊療養者への訪問看護体制整備へ

の支援

5.看護師基礎教育の4年制化の実現

6.看護教員の確保と質の向上に向けた取組み

フ.准看護師養成の停止及び准看護師制度に関する課題解決

8.タスク・シフト/シェア推進のための体制整備

9.ナース・プラクティショナー制度の創設に関する検討

10.周産期医療・院内助産を担当する専門官(看護系)の配置

11.救急外来の看護配置に関する基準及び評価の設定

12.災害時における被災地での看護支援体制の仕組みの整備

13.Π機器等を活用した看護業務効率化への財政支援

14.地域に必要な看護職確保事業を普及するための中央ナースセンターに対す

る予算増額措置

15. NCCS (ナースセンター・コンピューター・システム)による効果的で効率

的な支援を実施するための予算増額措置

16.新人看護職員研修ガイドラインの改定

17.保健師助産師看護師国家試験におけるコンピュータ活用の推進

要望事項
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